
大阪商業大学学術情報リポジトリ

沿岸国の漁業に配慮した国際的操業ルールに求めら
れる条件の予備的考察

言語: ja

出版者: 大阪商業大学商経学会

公開日: 2018-05-14

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 柴田, 孝, SHIBATA, Takashi

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://ouc.repo.nii.ac.jp/records/497URL
This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0
International License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


．カツオの行動特性と漁業

カツオは高度回遊性魚種と呼ばれ、非常に広い範囲を移動する魚である。しかし、その分

布や行動範囲には年齢等により異なっている。清藤（ ）によれば、 一般に大型魚ほど

南北方向に分布範囲が狭くなり、熱帯水域のみに分布する傾向があり、若齢ほど分布の南北

範囲が広い。したがって、熱帯水域には仔稚魚から 以上の魚まですべてのサイズが分

布しているが、分布の縁辺部である温帯域では主に 歳魚の摂餌回遊群が季節的に分布す

る。（清藤 、 ） とのことである。この 歳魚の摂餌回遊群 が日本近海に北上

するカツオとなる。そのカツオの日本近海への回遊ルートは、主要なものとして、 黒潮沿

いに北上する経路、 小笠原伊豆諸島付近を北上する経路、 沖側の伊豆諸島東沖を北上す

る経路、とされる（清藤 、水産庁プレスリリース 年 月 日）。

このカツオ回遊と資源量との関係については、二平（ ）では、 資源量の水準が高い

年は個体の成長と発育が遅れ、未成熟・低肥満度・小型魚の出現割合が増え、黒潮南縁域で

ターンせずに北上する魚群量が増加する。さらに、前線付近でサイズスクリーニング現象

のために滞留する魚群の量が増える結果、黒潮続流域の前線漁場形成は活発となる。資源の

低水準年には逆の現象が生じ、前線漁場の形成は不活発となる。（二平 、 ） と述

べている。

そのカツオにたいする漁業の現状をみていく。中西部太平洋水域におけるカツオ漁獲が多

い国は、韓国・フィリピン・インドネシア・日本・台湾・パプアニューギニア・アメリカ・

中国である。漁法別にみると、中西部太平洋水域におけるカツオ漁獲は、その大部分

（ ％）をまき網漁法が占めており、一本釣りは ％にとどまる（図 ）。日本のカツオ

漁場は太平洋熱帯域と日本近海である（ ）。日本の主たるカ

ツオ漁獲の漁法は、古くは一本釣りが主であったが、 年代にはまき網が逆転し、現在で
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はまき網による漁獲が主となっている（図 ）。

また、中西部太平洋におけるまき網漁業と一本釣り漁業における日本のシェアをみると、

一本釣りは日本が主であり続けているが、まき網漁業においては日本以外が大幅に漁獲量を

増やしてきたことがわかる。こうしたなかで、 年において、カツオ一本釣りによる漁獲

量が減少した（表 ）。農林水産省のデータからも日本近海での漁獲量減少が確認できる

（図 ）。この不漁の原因はいくつか考えられる。可能性の第 は水温や海流動向の変化に

よるカツオ資源北上ルートの変化である。可能性の第 は北上資源量の減少である。日本
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図 漁法別カツオ漁獲量

データ出所

図 日本の主たる漁法別カツオ漁獲量（中西部太平洋水域）

データ出所 （単位 トン）
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は、 中西部太平洋熱帯域でのまき網漁業による漁獲量増加が北上資源量減少をもたらして

いる と主張した（ 第 回科学委員会 （ ））。

表 日本のカツオ漁法別漁獲量

合計 （ ）

はえ縄（遠洋・近海） （ ）

一本釣り（遠洋・近海） （ ）

まき網 （ ）

はえ縄（近海小型） （ ）

はえ縄（沿岸） （ ）

一本釣り（沿岸） （ ）

まき網（沿岸） （ ）

刺し網 （ ）

表中層トロール網 （ ）

定置網 （ ）

未分類 （ ）

出典
（注 上記の表は原資料の からカツオについて抜粋し、

漁法・区分について日本語訳をおこなったものである）

図 年カツオ不漁問題

データ出所 農林水産省 漁業・養殖業生産統計年報 年次報告書（平成 年）



．回遊資源量減少に対する日本の懸念と各国の見解

先に述べたように、日本は 第 回科学委員会 （ ）におい

て、 中西部太平洋に存在するカツオ資源量は持続可能な水準にあること、 いまのところ

実証されていないが、熱帯域における高い漁獲量は高緯度海域への分布収縮、回遊資源量減

少という懸念があること、の 点を主張している。

カツオ漁業における日本の見解は、太平洋熱帯域におけるカツオ漁獲の増大（まき網につ

いては過去 年で ％の増加）により、資源分布範囲の収縮や高緯度海域への来遊量減

少を引き起こしている懸念がある（ 、水産庁プレスリリース 年 月

日）。 これは高緯度海域での漁獲を行っている日本漁業者にとっては好ましくない事態であ

るというものである。よって、 大型まき網漁船の隻数規制を導入する ことを要望した

（ ）。

これに対する関係国の反応は次のように整理できる。まず、遠洋漁業国のなかでも漁獲量

の増加が抑制的である国は、抑制・上限規制をかけることも必要となりうるとの立場である

が、一方で漁獲量が拡大的である国は、資源量が危険水準にないことからも必要性を感じな

いとしている。また、太平洋島嶼国（ナウル協定加盟国 ）は、隻日数規制（

）の運用を強化することで対応できること、必要であるならば遠洋漁業

国が漁船能力を削減すべきであると述べている（出所 第 回年次会合

）。

日本以外の遠洋漁業国の特徴を整理すると、 好漁場である太平洋熱帯域で操業するにあ

たり、漁船を大型化することで、船内魚倉を大型化できる利点があること、それにより 回

の出漁による漁獲量を増加させることができ、単位費用を節約できることから利潤増大を見

込めることに加えて、 カツオ資源が全体として減少しているとは示されていないことか

ら、まき網漁船の規制に賛同する誘因に乏しい。

太平洋島嶼国のような沿岸国の特徴を整理すると、 太平洋熱帯域を排他的経済水域内に

もつ太平洋島嶼国は、自らは漁獲能力を持たない・あるいは乏しい。ゆえに、遠洋漁業国に

入漁許可を付与し、その対価として入漁料収入を得ることで資源からの利益を得ている。

熱帯域でカツオ漁獲をおこなうまき網漁船の隻数制限を行うということは、遠洋漁業国から

の入漁料収入増大が見込めなくなる可能性があり、太平洋島嶼国としては好ましくないし、

そもそもカツオ資源は資源量が現状で安定しているうえに、熱帯域では により規制を

既に行っていることから新規の規制の必要性を感じていない。ただし、 における隻日

数の見直しは恒常的におこなっている。

最後に漁業国でもあり沿岸国でもある日本の特徴を整理すると、日本は遠洋・近海・沿岸

と つのタイプでカツオ漁業を行っている。よって、 熱帯域での大型まき網漁船による大

量の漁獲が、北上する資源量減少につながるとすれば、近海・沿岸のカツオ漁業に悪影響を

もたらす。 北上するカツオ資源を確保するためには熱帯域での大型まき網漁船による大量

の漁獲を規制したいところであるが、日本もまた熱帯域でまき網漁船を運用している以上、

日本以外に対してのみ規制強化を求めることは困難である。
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．問題設定と考察

以上、関係国間で漁獲能力削減について合意に至ることができるかを考えた場合、このま

までは合意に至るとは考えられない。その理由として、 の枠組みでは、新たな規

制等を導入する際にはコンセンサスが必要であるが、現状、日本の主張には、日本以外の国

が得る利益が明らかにされていない。全体としての資源量も安定的であるならば、減船・あ

るいは造船停止による漁獲能力上限規制を導入する必要性を主張することは難しいと考え

る。

そこで問題考察のための新しい視点を提示する。漁獲量抑制は可能かという点で見た際

に、漁獲能力（船隻数そのもの）の規制では公平性・発展性の観点から困難であった。しか

し、漁獲努力量の規制による漁獲量抑制からならば、 により規制が導入済みであるこ

とから、規制が強化されれば結果としての漁獲量抑制につながりうると期待できる。

では規制強化が行われたとして日本漁業者に及ぶ影響はどうか考えてみよう。規制強化に

よる漁獲量の減少は全体資源量を回復させることにつながり、ひいては北上資源量増加とな

ることが、日本側の主張にたてば期待できる。日本の遠洋まき網漁船（海外まき網）にとっ

ては、規制強化により負の影響を受ける。その一方で、日本の近海カツオ漁業にとっては、

回遊量増大により操業コストが低下することで、利潤に対して正の影響を得ることができ

る。これは、規制強化に対して日本の漁業者間で利害が不一致となることを示している。

つぎに規制強化を受け入れる余地は外国漁業者にとってはないと予想できるが、遠洋漁業

者のみ（日・外国）による負担分担に比べて、日本近海カツオ漁業の利益増大分も考慮して

の負担再配分をするならば、外国遠洋漁業者の負担が削減されることになる。この点で、規

制強化への働きかけがより促進されることになる。

．モデル

モデルの設定

本稿では、第 漁場と第 漁場で操業する第 国と、第 漁場のみで操業する第 国を想

定し、この か国による国際交渉が行われた結果として、第 漁場での規制強化が達成され

るものとみなす。そこでは、規制強化により総利得が減少しているなかでの公平な分配につ

いて考える。

考察する状況は以下の通りである。 つの漁場を想定し、第 漁場、第 漁場と呼ぶ。第

漁場に存在する資源ストック（カツオ）において、そのうちの一部が第 漁場に回遊する

と仮定する。自国である第 国には遠洋漁業者が つ、沿岸漁業者が ついるとする。外国

である第 国には遠洋漁業者が つ、自国遠洋漁業者をプレイヤー 、外国の遠洋漁業者を

プレイヤー 、自国の沿岸漁業者をプレイヤー とする。プレイヤー とプレイヤー が第

漁場で操業し、プレイヤー は第 漁場で操業する。



この想定において、規制強化がもたらす負担をどう分配するかを考える。分析の方法に

は、破産問題を適用する。破産問題とは、実際に残された資産が、各プレイヤーの持つ請求

権（債権）より小さい場合、どのように分配するべきかを示すものである。本稿では、初期

状態での各プレイヤーの利得を請求権とみなし、次に規制強化後の状態での各プレイヤーの

利得合計を資産とみる。この規制強化前と強化後での利潤差について、どのように負担すべ

きかを考察していく。

資源ストックは、その母体が第 漁場に存在し、その一部が第 漁場に移動すると想定す

る。資源ストックを で表す。 が第 漁場の資源ストック、 が第 漁場の資源ス

トックである。 つの漁場間での資源ストックの関係を以下のように仮定する。

分析の単純化のため、第 漁場の資源ストックは常に新規に発生するとし、かつ、利用後

の残存資源が第 漁場のストックとは合流しないものと仮定する。次いで第 漁場の資源ス

トックの運動方程式を以下のように定義する。

関数 （ ）は資源再生産関数であり、本稿ではロジスティック型関数を適用する。

漁業者 の漁獲関数 は、第 漁場の資源量 と投入努力量 の関数として以下のよ

うに表す。

第 漁場では操業するプレイヤー と はクールノー競争をおこなうと仮定する。一方

で、第 漁場ではプレイヤー は利潤が非負である限り、保有努力量の上限（ ）を投入

すると仮定する。また費用関数は、投入努力量 の定数倍とし、以下のように定義する。

以上から、各プレイヤーの利潤関数を以下のように定義する。
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図 漁業国・沿岸国と漁場の関係図
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なお、簡単化のため、プレイヤー と は対称的であると仮定し、その費用パラメターを

とする。

規制強化前

ここまでの準備をもとに、各プレイヤーの得る均衡利潤を求めていく。なお分析は定常状

態での均衡を用いて行う。資源ストック が定常状態にあるための条件は

である。漁獲関数と資源再生関数を代入し整理することで、以下の定常状態資本ストックを

求めることができる。

この および漁獲関数を利潤関数に代入することで、プレイヤー および の投入努力

量に依存する目的関数を得る。プレイヤー と のナッシュ均衡を求めたものが以下の解で

ある。

よって、漁場 の定常状態資源ストックは次のものとなる。

これらから、プレイヤー および が得る利潤も求められる。

次にプレイヤー の利潤を求めていく。最初に漁場 の資源ストック を求める。

これと最大努力量（ ）を投入する仮定から、プレイヤー の利潤は以下のものとな

る。

規制強化後

次に規制強化後に各プレイヤーが獲得できる利潤を求めていく。規制の強化は費用パラメ

ター の上昇で表す。強化後の値には のようにアスタリスクをつけて識別する。強化

後の費用パラメタ は とする。以下がプレイヤー および の強化後の解であ

る。

よって、漁場 の定常状態資源ストックは次のものとなる。



これらから、プレイヤー および が得る利潤も求められる。

次にプレイヤー の利潤を求めていく。第 漁場での規制強化後の漁場 の資源ストック

は以下のものである。

これと最大努力量を投入する仮定から、プレイヤー の利潤は以下のものとなる。

ここまで規制強化前と規制強化後のそれぞれの均衡での資源ストックの水準および各プレ

イヤーの得る利潤を求めてきた。ここで、規制強化前後での投入努力量・利潤・定常状態資

源量の変化について確認しておく。第 漁場で操業するプレイヤー は常に最大努力量を投

入するとしているため、プレイヤー および についての努力量（ ）の変化をみると、費

用パラメタ の上昇により、強化後のほうが減少する。よって、第 漁場における努力量減

少から、第 漁場の定常状態資源量は増加することがみてとれる。利潤については、資源の

回復によるプラス効果と努力量減少のマイナス効果が働くが、全体としては強化後の方が減

少している。なおプレイヤー の利潤については、第 漁場での資源量増加を反映して第

漁場の資源量も増加することを受けて、プレイヤー の利潤は増加する。

破産問題の定式化

この問題を破産問題として表すこととする。破産問題とは、現存する総資産が全員の請求

権を満たせない（破産）場合に、誰にどのように分配することが適切かということにこたえ

るものである。規制強化後の利得合計を配分原資として、それに対する請求権の規模は規制

強化前の各国の利得に等しいとする。破産問題での分配方法については 布争いの原理

（ 原理） として知られる分配方法があり、それを適用

する。 原理とは、 （ ）で述べられているように、 二人が

枚の布の権利を争っていて、 人は布すべてを欲し、もう 人は布半分を欲しているなら

ば、すべてを主張するものには の布を与え、半分を主張するものには の布を与

えなさい とするミシュナの分配を定式化したものである。 人による破産問題でのその求

め方は、総資産を 、プレイヤー の請求権を とするとき、プレイヤー および の受

け取る配分は以下の式で求められる（ ）。
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ここで、総資産 と請求権（ ）を定義しておく。総資産 は規制強化後の利潤合

計とすることから、 となる。また第 国と第 国の請求権はそれぞれの規

制強化前の利潤とし、（ ） （ ）となる。

規制強化に伴う負担の分配についての考察

総資産と請求権との関係について、以下の通り場合分けすることができる。今回の問題で

は前提として、総資産が全員の請求権の合計を下回る、すなわち

を満たす場合に限定していることを踏まえて、 どちらの国も単独での請求権が総資産

を上回るケース（ ）、 第 国が請求権を行使すると総資産を

超過するが、第 国の請求権のみならば余剰が発生するケース（

）、 どちらの国も単独では請求権が総資産を超過しないケース（

）の つである。

以上の準備の下、実際に 原理に基づく配分を求めていく。総資産 と請求権（

）を代入すると以下の式を得る。

（ケース ） どちらの国も単独での請求権が総資産を上回るとき（

）

このケースは、規制の強化が第 漁場の利得改善分を超過する形で第 漁場での合計利得

の減少をもたらすケースである。

この場合の 原理に基づく配分は以下の通りである。

どちらかの国にも各自の請求権分を支払うことができないため、総資産を均等に分配す

る。規制強化の負担において、第 漁場での利得も折半して第 国に報いる形となってい

る。

（ケース ） 第 国が請求権を行使すると総資産を超過するが、第 国の請求権のみなら

ば余剰が発生するケース（ ）

この場合の 原理に基づく配分は以下の通りである。



この場合、第 漁場のみで漁獲する第 国は、自らの請求権の半分（ ）のみを受け取

り、残りを第 国が得ている。しかしながら第 国は特別多くの分配を受けているわけではな

い。それは、 と から、

となることから、第 国が受け取れなかった請求権（ ）に対して、第 国もまた受

け取れなかった請求権が よりも大きくなっていることにより示されている。

（ケース ） どちらの国も単独では請求権が総資産を超過しないケース（

）

この場合の 原理に基づく配分は以下の通りである。

この配分について検討していく。配分を直接比較すると第 国が第 国より少ない配分と

なっているが、ここで総資産 を分解してみると次のように表すことができる。

このケース においては、総資産 に対する各自の貢献分、つまり規制後の第 漁場で獲

得する合計利潤の半分を受け取り、かつ、第 国の第 漁場分の請求権を得る。そして、第

漁場の操業条件が改善したことによる利潤増加分を第 国と第 国とで折半する形となっ

ている。 原理に基づいた配分に照らしてみると、規制強化に協力することで第 国が得

る追加利益の一部を分配しているといえる。

．小 括

本稿では、日本近海でのカツオの沿岸・近海漁業において、カツオ漁獲量の減少がみられ

ることに対する熱帯域漁獲量の削減が協調的に行われたと仮定し、その費用負担について破

産問題の考え方を適用し 原理による分配から検討を試みた。熱帯域での漁獲量の増大が

傾向としてみられるなかで 高緯度海域で継続されてきた漁業活動への配慮 に協力しても

らう場合に、高緯度海域で漁業する漁業国のみが得られる追加的利益を、熱帯域での漁業国

に分配するような配分が 原理により示唆された（ケース ）。

しかしながら、協力の観点からは、本稿の設定では不十分な点がある。本稿の設定では、

なぜ協力するのか明確な動機づけがなされていない。本来的にはゲームの設定で協力するこ

とにより総利潤が改善することをどのように分配するかといった観点から動機づけをもたせ

るが、本稿ではその点について明確にすることができなかったために、協力ができたとし

て、その負担をどう配分するか可能性を示したのみにとどまっている。こうした課題につい

て今後の研究で明確に説明する必要がある。

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）



沿岸国の漁業に配慮した国際的操業ルールに求められる条件の予備的考察（柴田）
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